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令和８年度新嘗祭
にいなめさい

献穀田
けんこくでん

御田植式
お た う え し き

の開催について 

 

 令和８年度の新嘗祭献穀田御田植式が下記により開催される。 

 

記 

 

 加  賀  地  区 能  登  地  区 

御田植式 

日時 

会場 

令和８年５月９日(土) 

１０時３０分～１１時３０分 

白山市手取町 ほ場 

令和８年５月１５日(金) 

１０時００分～１１時３０分 

志賀町笹波 ほ場 

献穀者 

氏名 

農事
の う じ

組合
くみあい

法人
ほうじん

 手取
て ど り

営農
えいのう

組合
くみあい

 

（代表者 梨木
な し き

 修一
しゅういち

） 

中根
な か ね

 智
とも

博
ひろ

 

献穀田概要 

ほ場面積 

品  種 

１，２１３ ㎡ 

ひゃくまん穀 

１，１１９ ㎡ 

ひゃくまん穀 

出席者 

（予定） 

松 本 農林水産部長（知事代理） 

田 村 白山市長 

北 嶋 市議 

撫 子 市議 

平 野 市議 

柄 田 ＪＡ白山代表理事組合長 

 

 他 

山 野 石川県知事 

稲 岡 志賀町長 

石 田 県議 

福 田  志賀町議会議長 

新 谷 ＪＡ志賀組合長 

        

      他 

 

 

生産振興課 池野 

（直通）225-1620 

（内線）4660 



＜ 参 考 資 料 ＞ 
 

新
にい

 嘗
なめ

 祭
さい

 に つ い て 

 

１．新嘗祭とは 

新嘗祭とは、１１月２３日（もと陰暦１１月の中の卯の日）に行う宮中行事

で、天皇が新米を天地の神に供え、親しくこれを食する祭事 

 

２．新嘗祭はいつ頃から行われているか 

（１）毎年実施されるようになったのは、第２２代清
せい

寧
ねい

天皇（西暦４８０年頃）と 

言われている（今上天皇１２６代） 

（２）明治以前は、山城の国宇治の御領地で生産された米で実施 

（３）明治初期から明治２４年までは、全国の御領地で生産された米で実施 

（４）明治２５年からは、全国の知事からの請願により各県で生産された米で実施 

（５）昭和２１年に農林省監督が廃止され、現在は宮内庁で対応 

 

３．献穀米の献納について 

（１）皇居において、献穀献納式が１０月下旬に執り行われる 

（２）皇居賢所で行われる献穀献納式に出席できるのは献穀者夫妻と各市町代表者 

   及び作柄奏上者とその随行者 

（３）全国各都道府県よりの献穀内容は、 

精米のみ２ヶ所の県 ･･･北海道、福島県（２道県） 

精米のみ１ヶ所の県 ･･･石川県、富山県、愛知県、大阪府等（２２府県） 

精米と精粟各１ヶ所の県･･･新潟県、福井県、東京都、京都府等（２３都府県） 

     ※ 都道府県数は、令和７年度 

    →＜献穀内容のちがい（宮内庁より）＞ 

       全国の知事からの請願により、当初は精米と精粟
せいぞく

による献穀とされてきたが、時代の

変化とともに粟の生産が減少する中、精粟の献穀を辞退する県が増加。なお、石川県は

米産地として、これまで精米２ヶ所での献穀を宮内庁に申し入れ、昭和３２年度から特

例として認められたものと考えられる。ただし、令和７年度は震災の影響により奥能登

からの献納を辞退し、精米１か所とした。 

（４）献納する量は、原則精米は１升、精粟は５合。石川県は精米のみ２か所で 1

升（献穀者一人あたり５合ずつ） 



加賀地区 献穀田御田植式会場（白山市手取町）

拡大図

白山市手取町87･89（1,213㎡）

(農)手取
営農組合 【献穀田】

・地番：白山市手取町87･89
・面積：12.13a

御田植式会場

駐車場



〇献穀田予定ほ場（羽咋郡志賀町笹波）

駐車場

新嘗祭御田植式会場

【献穀田】
・地番：志賀町笹波 午59
・面積：11.19a
・前作：水稲
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